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第６章 避難所運営において配慮すべき点 

 

避難所には、多種多様な方が訪れます。避難所運営にあたっては、特に要配慮者、女性、子

どもに対し、十分配慮した避難所運営となるよう、想定をしておく必要があります。要配慮者

は、要介護高齢者、障がい者、妊婦、乳幼児、外国人等の特に配慮を必要とする人々です。新

しい環境への適応能力が十分でないため、避難所での生活など、災害による住環境の変化への

対応に困難を来しますが、必要なときに必要な支援が適切に受けられれば、自立した生活を送

ることが可能となります。 

多種多様な避難者に配慮した避難所運営ができるよう、避難所運営本部には、女性や障がい

者を必ず入れ、要配慮者や女性の声が届く仕組みをつくることが必要です。 

以下では、避難所運営において、避難所担当職員、避難者がともに配慮すべき点について、

記載します。 

  

【１】 男女共同参画の視点 

東日本大震災では、避難所運営の様々な場面で、男女共同参画の視点が不十分であったこと

が報告がされています。避難所のリーダーに女性が少なかったため、女性が必要とする物資の

要望を出しにくく、また、女性用の物資（女性用下着、生理用品等）が届いても、男性が配布

していたため、もらいにくいという状況があり、女性の要望に応じた物資の供給ができなかっ

たという事例が報告されています。 

また、避難所に授乳や着替えの場所、女性専用の物干し場がなく、プライバシーが確保され

なかったことや、固定的な性別役割分担意識から、当然のように女性が食事準備や清掃等を割

り振られたなどの事例も報告されています。 

男女共同参画の視点に配慮した避難所運営が求められます。 

・避難所運営本部の構成員に女性を複数名入れ女性の意見が反映されるようにします。 

・女性特有のニーズに沿った物資やボランティアを把握します。 

・女性用の物資は女性担当者が配布したり、女性トイレや女性専用スペースに常備するな

ど、配布方法を工夫します。 

・居住スペースの間仕切り、更衣室、授乳室、男女別のトイレ・洗濯物干し場・相談窓口

等を設置し、プライバシーや安全に配慮した空間配置とします。 

・防犯ブザーの配布、就寝場所や女性専用スペース等の巡回警備、暴力禁止のポスター掲

示など、安全・安心の確保を徹底します。 

・行政や各種団体と連携し、セクシュアルハラスメントや性的暴力などに関する相談が安

心してできる体制を作り、その周知を徹底します。 

 

【２】介護・介助が必要な高齢者への配慮 

東日本大震災では、被害の甚大さから、避難所は収容人数をはるかに超える避難者であ

ふれ、認知症や身体的支援が必要な高齢者と健常者が同じ避難所に入らざるを得ない状況

となりました。そのような中、避難所の環境の悪さ等により、心身の機能が低下したり、

健康状態が悪化する高齢者がいたとの事例も報告されています。 

高齢者に配慮した避難所運営が求められます。 
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・介助、介護者の有無を確認し、必要に応じ、専門知識を持った医師、看護師、ヘルパー

等の派遣や、福祉避難所、医療機関等への移送を市災害対策本部へ依頼します。 

・高齢者のニーズに沿った物資やボランティアを把握します。要介護状態の方や認知症の

方、ひとり暮らし高齢者など様々な方がおり、ニーズも異なるため、それに応じた配慮が

必要となります。 

・身体及び精神の状態によっては、健常者と同じ居住スペースでなく、別の部屋等を割り

当てることで、気兼ねなく介助・介護できるよう配慮します。 

・介護を要する方のプライバシーに配慮した個室やスペース確保のための仕切り等を、あ

らかじめ準備しておくなどの方法もあります。 

・避難所での生活行動に支障をきたす場合は、段差を解消するための工夫や移動に支障が

でないような工夫や配慮が必要です。 

・過剰な支援とならないよう自立を基本とし、一般高齢者は要介護・要支援の状態になら

ないよう、定期的な運動を行うことや避難所運営で役割を持ち、要介護高齢者は介護状態

が悪化しないよう、生活を送ってもらうことが必要です。 

・周囲に対して理解を求めるとともに、また、対応方法等を周知することで、高齢者本人

が精神的に安定し、介護している方の負担軽減につながることもあります。 

 

〈支援が必要と思われる高齢者の主な特徴とニーズ〉 

区 分 特   徴 災害時のニーズ 

一人暮らし 

高齢者等 

基本的には自力で行動できるが、地域と

のつながりが薄く、緊急事態等の覚知が

遅れる場合がある。 

迅速な情報伝達と避難誘導、安否

確認及び状況把握等が必要とな

る。 

要介護高齢者 

（寝たきり等） 

食事、排泄、衣服の着脱、入浴などの日

常生活をするうえで、他人の介助が必要

であり、自力で移動できない。 

安否確認、生活状況の確認が必要

となる。避難する際は、車椅子等

の補助器具が必要なことがある。 

認知症高齢者 

記憶が抜け落ちていたり、幻覚が現れた

り、徘徊するなど、自分の状況を伝えた

り、自分で判断し、行動することが困難

なことがある。 

安否確認、状況把握、避難誘導な

どの援助が必要となる。 

 

※参考：日本赤十字社平成18年3月災害時要援護者対策ガイドライン 

 

〈支援のために必要な物資等と技術（例）〉 

要配慮者 必要な器具・物資等 必要な技術 

支援を必要と

する高齢者 

 

紙おむつなどの介護用品、衛生用品、毛

布、ポータブルトイレ、嚥下しやすく温か

い食事、車椅子、避難用のひも、ロープ、

担架等 

こころのケア、日常介護（食事、

用便、入浴、着替え、投薬等）、 

移動介助、避難介助、感染症対策 

※参考：日本赤十字社平成 18年 3月災害時要援護者対策ガイドライン 


